
別紙１ 

 

仕 様 書 

 

 

上下水道局４階において賃貸借する電子複写機の仕様は、次のとおりとする。 

 

１ 業務名 

上下水道局４階電子複写機賃貸借業務 

 

２ 設置する場所及び台数 

別記１「複写機仕様書（モノクロ）」のとおり 

 

３ 機器の仕様等 

  別記１「複写機仕様書（モノクロ）」のとおり 

 

４ 業務内容 

（１）契約期間 契約締結日から令和１３年３月３１日まで 

（２）履行期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

（３）賃貸借料金 

ア 複写１枚あたりの単価で契約し、基本料金及び複写枚数による段階別

料金制は採らない。 

イ 賃貸借料金には、当初における搬入及び賃貸借期間が終了したときの

撤去に要する費用、用紙を除く消耗品の供給、保守の料金並びに故障時

の修理費用を含む。 

ウ 月（この場合、月とは暦月の初日から同月末日までの１月間をいう。

以下同じ。）を単位として計算し、契約額に、当該月の複写枚数から賃

貸人の保守に係る複写枚数を控除して得た枚数を乗じて得た金額（１円

未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）と当該額に消費税及び

地方消費税の税率を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）の合計額とする。 

 

５ 保守条件 

（１）複写機の保守は、賃借人が複写機を常時正常な状態で使用できるよう

に、賃貸人又は賃貸人の指定する者が複写機の点検、調整及び部品交換

等を定期的に、又は必要に応じて行う。 

（２）複写機が故障した場合で賃借人の要請があったときは、賃貸人は速やか
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に対応し、複写機を正常な状態に回復させなければならない。 

 （３）（２）に要する経費は、賃貸人の負担とする。ただし、賃貸人は、次に

掲げる修理に要する経費については、賃借人に請求することができる。 

ア 賃貸人又は賃貸人の指定した者以外による改造、修理又は分解を行

ったために必要になった修理 

イ （２）の賃借人の要請に基づき賃貸人所定の営業時間外に行った修理 

（４）賃貸人は、複写機の使用に必要な消耗品（用紙を除く。）を供給す

る。ただし、ドラム及びディベロッパーについては、複写機の鮮明なコ

ピーの質の維持のために、（１）の保守又は（２）に定める賃借人の請

求に基づき、賃貸人が必要と認めたときに限り、取替える。 

（５）保守及び修理を行う技術員は、機器製造元の者又は機器製造元による

電子複写機の研修を修了した者であること。 

 

６ その他 

（１）賃貸借期間の開始日までに複写機の設置が間に合わない場合は、賃借人

の認める機種であれば代替機での対応を認めるものとする。この代替機で

の対応に伴う費用については賃貸者が負担する。なお、代替機での対応は

賃貸借期間の開始日から３週間を限度とする。 

（２）検品については、納入時に納入場所にて上下水道局総務課職員が行う。 

（３）この仕様書に定めのない事項については、双方協議の上、決定するもの 

  とする。 
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本体

45 枚/分以上

秒以内

秒以内

縮小 50 ％以下 拡大 400 ％以上

Ａ３ 以上

600 × 600 dpi以上

4 段以上 詳細：

詳細：

詳細：

詳細：

詳細：

詳細：

詳細：

詳細：

詳細：

詳細：

ネットワーク対応 詳細：

詳細：

枚 詳細：

9,000 枚／台

60 か月

・空欄は指定なし。

・メーカー等によって別の表現をされている同等以上の機能についても可とする。

※１　主電源スイッチを入れてからコピー可能となるまでの時間

※２　電源が立ち上がっている状態でスタートボタンを押してから最初の印刷が出力されるまでの時間
※３　両面原稿を自動的に一枚ずつ読み取ることができる機能
※４　部数印刷する際、ページ順に部数単位で印刷する機能
※５　部数印刷する際、部数単位に位置をずらして排出する機能
※６　ＩＣカード、ＩＤ・パスワード等によりユーザーを管理することができる機能

最大原稿サイズ

複写機仕様書（モノクロ）

予 算 課： 上下水道局総務課

設置場所： 下関市上下水道局４階総務課

台　　　数： １台

連続複写速度（Ａ４横）

ウォームアップタイム※１

ファーストコピータイム（Ａ４横）※２

ズーム機能

読取解像度

給紙カセット段数 1段あたりの給紙枚数が500枚以上

手差し機能 有 1ヶ所で給紙枚数が50枚以上

両面複写機能 有

両面自動原稿送り装置※3 有 両面同時読込対応

ソート機能※4 有

オフセット機能※5

プリンター、スキャナー、ＦＡＸ機能

プリンター機能

ＩＣカードの場合の
カード数

スキャナー機能

ＦＡＸ機能

ＩＣカード等による
ユーザー管理機能※6

機器の状態 新品であること（中古機、再生機不可）

月平均予定使用枚数

履行期間

その他

○グリーン購入法適合品であること。
〇賃貸借期間の開始日までに複写機の設置が間に合わない場合は、賃借人の
認める機種であれば代替機での対応を認めるものとする。この代替機での対応
に伴う費用については賃貸者が負担する。なお、代替機での対応は賃貸借期間
の開始日から３週間を限度とする。
〇月平均予定使用枚数は、過去の実績をもとに算出したものであり、最低印刷
枚数を保証するものではない。
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